
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
号 

 
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号
（
埼
玉
県
知
事
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の

行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
一
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
中
「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）
」
を
「
統
計
法

（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準
産

業
分
類
（
第
三
に
お
い
て
「
日
本
標
準
産
業
分
類
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

   


